
 

台風第 19号による農業被害からの復旧・営農再開への支援対策について 

 

この度の台風第 19 号により農地や農作物等の被害を受けた農家への支援対策を下記の

とおり、とりまとめ周知を図りますのでお知らせします。 

農家の皆様の早期の復旧・営農再開の支援対策は、11 月 13 日に国・県から示された   

補助メニュー・補助率に、今回の 12月補正予算を加味した内容としております。 

また、稲わら撤去については、集積所の設定に目処がついたため、裏面のとおり、農家

の皆様に撤去・運搬作業の流れを周知します。 

 

記 

 

【台風第 19号による農業被害からの復旧・営農再開に向けた主な支援対策】 

概要 補助対象 補助率等（予定） 

機械・施設等の 

再建・修繕 

 

 

 

 

 

【問合せ先： 

園芸畜産振興課 

TEL924-3761】 

被災した農業用パイプハウス等の撤去 定額【上限あり】 

被災した農業用パイプハウス等の再建・修繕 
9/10以内 

被災した農業用機械の再取得・修繕 

新たな作物を作り直すための種子・苗や 

病害虫防除・施肥 
2/3以内 

ほ場等に堆積した稲わら等の撤去費用 

※稲わら撤去の方法は裏面に記載 
上限 5,000円/立方ﾒｰﾄﾙ 

保管中の米が水没した農家への営農支援 70,000円/10a【要件あり】 

被災水田における営農再開支援（土づくり） 10,000円/10a【要件あり】 

農地・農道・水路

等の復旧 

 

【問合せ先： 

農地課 

TEL924-3921】 

① 農道の崩落や農業用水路の決壊 

② 頭首工の流出、揚水機場の損壊 

③ 農地への土砂流入、水田の畦畔の崩落 

 

※12月 20日までに各行政センター 

または、農地課まで御相談ください。 

【補助対象】 

・災害復旧事業 

（40万円以上） 

・農地等小災害復旧事業 

（13万円以上 40万円未満） 

 

※他の支援対策、具体的な支援内容や手続きについては、問合せ先まで御連絡ください。 

 

※補助事業の申請には、被災状況のわかる写真・書類等の提出が必要となりますので、  

事前に確認してください。 

 

 
 

 
裏面～『台風第 19号によりほ場に堆積した稲わら等の撤去について』 

2019/11/28 10：00 

農 林 部 

ウェブページ「台風第 19号により

被災された農業者の皆様へ」 



 

【台風第 19号によりほ場に堆積した稲わら等の撤去について】 
 

台風第 19号の被害により稲わら等が流入・堆積したほ場において、営農活動に支障があ

るため、稲わら等の撤去・運搬作業を行う場合、その費用が国の補助金の対象となります。 

〇補助金：稲わら 1立方ﾒｰﾄﾙあたり上限 5,000円 

 ○補助対象：町内会や農家組合等が自ら行う作業、ＪＡ等への委託による作業 

※他の場所からほ場に稲わら等が流入し堆積した場合であり、自分のほ場において 

偏った稲わらを処理する場合は対象となりません。 

〇撤去・運搬作業の流れ 

① ほ場に堆積した稲わらの搬入申請書を提出する。 

※行政センターに提出することもできます。（富田を除く） 

・稲わらが堆積したほ場の写真など、被災したことが 

わかるものを持参してください。 

※事前申請がないと集積所への搬入ができません。 

◎稲わら以外のゴミや流木等が大量に流入し、被害が大きく、 人力では撤去できない 

ほ場については、ご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※稲わらを集積所に搬入する際は、申請書の写しを 
持参し、係員に提示してください。 

 

１）写真撮影                                

 

 

 

 

 

２）作業記録の作成                             

 

 

 

②堆積した稲わらを集めてトラック等に積み込む。 

③市の指定した集積所に運搬し、稲わらを降ろす。 

※燃えないゴミの分別にご協力願います。 

集積所名 受入期間 受入時間 
逢瀬スポーツ広場 
（逢瀬町多田野字竹柄沢 1-1） 

令和元年 11月 25日（月） 
～令和２年３月 31日（火） 

平日 8：30～16：30 
土・日も受入可能 

河内クリーンセンター西側 
（逢瀬町河内字西午房沢 59） 

令和元年 12月７日（土） 
～令和２年３月 31日（火） 

平日 8：30～16：00 
土 8：30～11：30 

東部森林公園・大型車両待機所 
（田村町金沢大六 149-1） 

令和元年 12月 14日（土） 
～令和２年３月 31日（火） 

土・日・月・火 
8：30～16：00 

旧鬼生田小学校校庭 
（西田町鬼生田字西原 288） 

令和元年 12月 21日（土） 
～令和２年３月 31日（火） 

土・日・月・火 
8：30～16：00 

①稲わらを集める前のほ場の写真【堆積の状況がわかるように撮影】 

②稲わらを集めてトラック等に積載している作業中の写真 

③稲わらを積載したトラック等の写真【運搬する度に撮影】 

④集積所で稲わらを降ろした写真【降ろす度に撮影】 

⑤稲わらを片付けた後のほ場の写真【全景が入るよう撮影】 

※③・④は、車のナンバーが写るように撮影すること 

トラック等に積載・運搬した稲わらの量を集計した搬出量計算書を作成する。 

写真・作業記録（搬出量計算書）を提出する。 

※写真や作業記録がないと補助金の対象となりません。 

１ 相談・事前申請 

２ 稲わらの撤去・運搬 

３ 写真撮影・記録作成 

４ 写真提出・実績報告 

申請書は市役所本庁・ 

行政センターにあります 

《農家の皆様への配布資料》 


